
（平成２２年７月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認鳥取地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



鳥取厚生年金 事案 327 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭

和 48 年７月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10 万 4,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

また、申立期間②について、申立人のＢ社Ｃ工場における資格取得日は昭和

50年１月 21日と認められることから、当該記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年７月 21日から同年８月 1日まで 

             ② 昭和 50年１月 21日から同年１月 30日まで 

    社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間①及び②

が厚生年金保険に未加入である旨の回答を得た。 

    申立期間①については、Ｂ社（本社）から同社の関連会社であるＡ社に異

動し勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    また、申立期間②については、厚生年金保険被保険者期間が欠落している

わけではないことは承知しているが、間違いなくＢ社Ｃ工場に勤務しており、

今後、この期間の空白が不利益になることも考えられるので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①について、Ａ社の同僚の供述及びＢ社の回答により、申立人は、

昭和 48 年７月 21 日付けで、Ｂ社（本社）から関連会社であるＡ社に異動し、

同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

48年８月のオンライン記録から 10万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ



て、事業主は不明と回答しているが、社会保険事務所の記録におけるＡ社の資

格取得日が雇用保険の記録における資格取得日と同日となっており、公共職業

安定所及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取得日と記録したとは考

え難いことから、事業主が昭和 48 年８月１日を資格取得日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の厚生年金保険料の納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

  一方、申立期間②については、当時、Ａ社で厚生年金保険の加入記録のある

元同僚の供述によると、申立人が申立期間当時、Ａ社からＢ社Ｃ工場に転勤し、

同社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社の現在の総務担当者は、「従業員が関連会社に異動する場合、厚

生年金保険被保険者資格の取得及び喪失の日付は異動日で統一しており、当該

異動日は 21 日か 1 日とするのが一般的である。Ａ社とＢ社Ｃ工場は関連会社

であるから、両社間を異動する際には被保険者資格の取得日と喪失日が同一に

なる様に処理するはずである。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人はＢ社Ｃ工場において、昭和 50 年１

月 21日に厚生年金保険の被保険者資格を取得したものと認められる。 



鳥取厚生年金 事案 328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、Ａ組合における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間②に係る資格喪失日（昭和 23年８月１日）及び資格取得日（昭和 24年

４月１日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 2,100円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 10月１日から 20年４月１日まで 

② 昭和 23年８月 1日から 24年４月１日まで 

     社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間の加入記

録が無い旨の回答を得た。昭和 19 年８月から 25 年２月までＢ会（昭和 23

年４月 1日からはＡ組合に名称変更）に勤務したが、19年 10月から厚生年

金保険ができたと聞いたので、19年 10月から厚生年金保険に加入している

はずであるが記録が無い。また 23年８月 1日から 24年４月 1日の期間も継

続してＡ組合に勤務していたはずであるが、厚生年金保険の記録が無い。確

認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、Ａ組合に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿では、昭和 20年４月１日に厚生年金保険の資格を取得し、23年８月１

日に資格を喪失後、24年４月１日に同組合において再度資格を取得しており、

23年８月から 24年３月までの被保険者記録が無い。 

しかしながら、前述の健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認した厚生年

金保険の被保険者となっている 18 人のうち、連絡先が判明した４人に照会し

たところ、全員が、「申立人は申立期間②にＡ組合で継続して勤務し、Ｃ業務

の担当職員として業務内容に変更は無く、途中で退職したことは無い。」と回

答していることから申立人が申立期間②においてＡ組合に継続して勤務して



いたことが認められる。 

また、このうち３人は、「申立人は、勤務期間は厚生年金保険に加入し、保

険料が給与から控除されていたと思う。」と供述している上、同僚はいずれも

申立期間②において厚生年金保険の記録が継続している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立期間②前後の申立人のＡ

組合の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から 2,100 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにも

かかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業

主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 23年８月から 24年３月まで

の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間②に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

２ 申立期間①について、申立人及び同僚の供述から、申立人がＢ会に勤務し

ていたことは確認できる。 

しかし、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、Ｂ会は、昭和 20年

４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①は適用事業

所ではないことが確認できる。 

また、Ｂ会の継承組織であるＤ組合では、当時の記録等は廃棄され勤務実

態等は不明と回答している。 

さらに、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、保険料が控除されていたこと

に関する具体的な記憶も無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

19年 10月１日に、資格喪失日に係る記録を 20年 10月１日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を 60円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20年 10月１日まで 

昭和 16年ごろから 20年９月末までＡ社でＢ課に勤務していたが、厚生年

金制度が女性にも適用開始となった昭和 19年 10月以降の厚生年金保険の加

入記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 17 年に撮影された写真、複数の同僚の供述から判断すると、申立人は

昭和 16年ごろから 20年９月 30日までＡ社に勤務していたと推認できる。 

また、申立期間当時、申立人が勤務していたＡ社Ｂ課には、申立人や同僚の

供述から 10 人程度の従業員が勤務していたとするところ、申立人を含め９人

の氏名が判明したが、オンライン記録によると、申立人を除く８人は同社での

厚生年金保険の被保険者記録が確認できるほか、申立期間当時、厚生年金保険

に加入していたことが確認できる従業員４人は、いずれも、「Ａ社は事務管理

がきちんとした会社であり、従業員であれば全員が採用と同時に厚生年金保険

に加入していたはずである。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 19 年 10 月１日から 20 年   

10 月１日まで厚生年金保険被保険者として事業主により給与から保険料が控

除されていたものと認められる。 



また、当該期間における標準報酬月額については、申立人と同じ部署で勤務

していた同年代の同僚の社会保険事務所（当時）の記録から判断すると、60

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は全喪し、事業を継承した事業所も不明であり、事業主に確認することはでき

ないが、仮に事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合

には、その後、被保険者資格の喪失届が提出されていると思われるところ、い

ずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難い

ことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われて

おらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 19 年 10 月から 20

年９月までの保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



鳥取国民年金 事案 256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年４月から 10 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年４月から 10 年３月まで 

申立期間について、国民年金の加入手続や保険料納付を父がしてくれ

たと聞いているので、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の基礎年金番号は平成 10 年４月 14 日

に付され、同日以降に６年４月 15 日にさかのぼって国民年金の被保険者

資格を取得していることから、申立人の基礎年金番号が付された時点では、

申立期間のうち６年４月から８年２月までの期間の国民年金保険料は時効

により納付することはできない。 

また、申立人は、申立期間について、父親が国民年金の加入手続及び保

険料の納付をしてくれたと主張しているが、申立人の父親は、「申立人の

国民年金の加入手続及び保険料納付をした記憶が無い。」と供述している

ほか、申立人も現在の年金手帳（平成 10 年４月ごろに取得）の前に年金

手帳を受け取った記憶が無いと供述しており、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料納付に一切関与し

ておらず、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ



とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



鳥取国民年金 事案 257 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年 11 月から 49 年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47 年 11 月から 49 年５月まで 

社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間につ

いて未加入との回答を得た。Ａ塾（Ｂ市Ｃ区、現在はＤ区）で国民年金

の加入手続をしてもらい、塾に来る集金人に保険料を納付していたと思

うので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿及びＥ市が保管する国民年金被保険者名簿

によると、申立人が現在保有する国民年金手帳記号番号は、Ｆ町（現在

は、Ｅ市）において、昭和 52 年５月ごろに払い出されたことが確認でき、

申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができな

い。 

また、申立人は申立期間当時、Ｂ市Ｃ区に居住しており、Ｇ社会保険

事務所（当時）の国民年金手帳記号番号払出簿を確認したが、申立人に

手帳記号番号が払い出された記録は無い上、申立人は、現在所持してい

るオレンジ色の年金手帳のほかに年金手帳を所持した記憶も無い。 

さらに、申立人は、国民年金保険料はＡ塾に来ていた集金人を通じて

納付していたと思うとしているところ、集金人の氏名及び納付金額等に

ついての記憶が定かでない。 

加えて、申立人は国民年金の加入手続に関与していないほか、申立人



が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



鳥取厚生年金 事案 330 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年３月 30日から同年４月１日まで 

        昭和 60 年６月 10 日からＡ社で勤務しており、61 年４月１日から関連会

社であるＢ社へ異動したはずであるのに、61 年３月が厚生年金保険に未加

入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及び健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人は

Ａ社での厚生年金保険被保険者資格を昭和 61年３月 30日に喪失し、健康保険

被保険者証を同月 31 日に返納した後、Ｂ社で同年４月１日に被保険者資格を

取得していることが確認できるが、申立人は、Ａ社から関連会社であるＢ社へ

は 61 年４月１日付けで異動となったものであり、異動時に被保険者記録に空

白が生じるのは不自然であると主張している。 

しかし、当時のＡ社の事務担当者及びＢ社の現事務担当者によると、両社の

事業主は同一人ではあったものの両社は独立した別会社であり、申立期間当時、

採用、給与処理等はそれぞれの事業所で行っていたとしている。また、両社が

平成４年９月に合併するまで、両社間に人事交流は無かったと供述しており、

両社間で給与支払事務、厚生年金保険料控除事務の継続処理がなされていたと

までは認めることができない。 

事実、申立期間当時に両社での厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者

は申立人以外に無い。 

さらに、Ｂ社が保管している「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確

認通知書」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬

決定通知書」による届出内容も、オンライン記録と一致している上、同被保険



者資格喪失確認通知書により、申立人と同日の昭和 61年３月 29日又はその翌

日の退職が確認できる同僚２人にも、61 年３月の厚生年金保険の被保険者記

録は無く、このうち１人は同月の厚生年金保険料が控除されていなかったと供

述している。 

加えて、雇用保険の記録から、申立人はＡ社を昭和61年３月29日に離職し、

オンライン記録も一致していることが確認できる。 

なお、申立人は、給与明細書等の関係資料を所持しておらず、申立期間にお

いて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実をうかがわ

せる周辺事情もみられない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 331 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 33年１月から同年３月まで 

 ② 昭和 34年１月から同年３月まで 

 ③ 昭和 35年１月から同年３月まで 

 ④ 昭和 45年ごろ 

        申立期間①、②及び③についてはＡ市にあるＢ社に、申立期間④について

はＣ市にあるＤ社に勤務したが、厚生年金保険の記録が無いので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②及び③について、同僚の供述により、具体的な勤務時期は明

確でないものの、申立人が２か月から３か月の有期契約の臨時従業員として、

Ｂ社に数回勤務していたことは推認できる。 

しかし、上記同僚は「当時、造船所では臨時従業員を厚生年金保険に加入さ

せないのが普通であり、Ｂ社においても厚生年金保険に加入させておらず、保

険料も徴収されていなかったと思う。」と供述している上、同人は、オンライ

ン記録においてＢ社での厚生年金保険の加入記録が無い。 

また、Ｂ社は「申立人の在籍を確認できない。」と回答していることから、

申立人の厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び供述を得る

ことができない。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 33

年１月から 35 年４月までの期間に 231 人が被保険者資格を取得しているが、

申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

申立期間④について、オンライン記録及び商業登記によると申立人が勤務し



たとするＤ社は、Ｅ社から昭和 36 年９月に組織及び名称を変更しＤ社となっ

ているところ、申立人がＤ社での同僚として氏名を挙げている二人と共に、名

称変更前のＥ社で 36 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している

ことが確認できる。 

また、当該同僚のうち一人は死亡しており、残る一人に確認したところ、「私

がＤ社に勤務したのは昭和 36 年ごろの１度だけであり、その際、申立人も一

緒に勤務していた。」と供述している。 

さらに、Ｄ社に確認したところ、申立期間における申立人の在籍は確認でき

ないとしている上、Ｄ社に勤務した期間について申立人から詳しく確認するこ

とはできない。 

加えて、国民年金被保険者台帳によると、申立人は、申立期間④の国民年金

保険料を昭和 50年 11月４日に特例納付していることが確認できる。 

なお、申立人は、給与明細書等の関係資料を所持しておらず、各申立期間に

おいて厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実をうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として各申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案 332 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  平成７年３月 11日から同年４月１日まで 

  社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間の加入記

録が無い旨の回答を得た。申立期間については、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤

務し、平成７年４月分給与から３月分の厚生年金保険料が控除されているの

で、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間についてＡ社に勤務していたことは、雇用保険加入記録、

給与明細書及び同僚の供述から認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、平成７年４月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではないこと

が確認できる。 

   また、Ａ社の当時の社会保険事務担当者は「社会保険事務所への厚生年金保

険の適用の手続が遅れ、平成７年４月に入って手続を行ったが、さかのぼっ

ての適用は認められないとのことで、４月１日での厚生年金保険の新規適用

となった。このため、いったんは社員全員の４月分給与から３月分の社会保

険料を控除していたが、保険料は数か月のちに本人へ返金した。」と供述して

いる。 

   さらに、申立人はＣ社から新会社設立のため、平成７年３月 11 日にＡ社に

転籍しているが、申立人と一緒に転籍した同僚（６人）全員が申立人と同じ

記録（Ｃ社を平成７年３月 11日資格喪失、Ａ社で同年４月１日資格取得）と

なっており、同僚の１人は「後日、保険料を数万円返還してもらったことを

記憶している。」旨供述している。 

加えて、申立人の配偶者の年金加入記録を確認したところ、申立期間につい



て国民年金の第３号被保険者から第１号被保険者への切替えの手続を行い、国

民年金の保険料を納付しているほか、一緒に転籍した６人のうち５人も申立人

と同様に配偶者について第１号被保険者への切り替えが行われている。 

このほか、申立人が厚生年金保険に加入していることをうかがわせる関連資

料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


